
八王子市ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種後の症状に対する支援実施要綱 

制 定 平成２７年（２０１５年）８月７日 

 

（目的） 

第１条  この要綱は、八王子市（以下「市」という。）が実施したヒトパピローマウイルス感染症の

予防接種（以下「ＨＰＶワクチン」という。）の接種後に、原因が明らかでない持続的な痛みやし

びれ、脱力、不随意運動等の症状（以下「症状」という。）がＨＰＶワクチンの副反応と診断された

場合において、当該症状により日常生活に支障が生じている者に対し、時限的な措置として、

現に症状を有している実態に即して適切な医療が受けられるよう支援することを目的とする。 

（支援内容） 

第２条 現に症状を有する者に対し、予防接種法（昭和２３年法律第６８号）に基づくＡ類疾病に係

る定期の予防接種による健康被害の救済措置に準じ次の支援を行う。 

（１） 現に症状を有する者に対し、その症状の治療にかかる医療費及び医療手当を給付するこ

と。 

（２） 身体機能が失われていると診断された者に対し介護手当を給付すること。 

（対象者） 

第３条 前条の支援の対象となる者（以下「対象者」という。）は、次に掲げる要件の全て   

に該当する者とする。 

（１） 市が実施するＨＰＶワクチンの接種を受けた者（接種日時点で市が実施するＨＰＶワクチンの

接種対象者で、市外で接種を受けた者を含む。） 

（２） ＨＰＶワクチンの接種後に、原因が明らかでない持続的な痛みやしびれ、脱力、不随意運動

等の症状により日常生活に支障が生じている者 

（３） ＨＰＶワクチンの接種後の症状について第７条各号に掲げる医療機関においてＨＰＶワク

チンの副反応疑いであると診断がされ、かつ、予防接種法（昭和２３年法律第６８号）第

１２条第１項の規定による副反応疑い報告、又は医薬品、医療機器等の品質、有効性

及び安全性の確保等に関する法律（昭和３５年法律第１４５号）第６８条の１０第２項の

規定による副作用等の報告が厚生労働大臣にされている者（ＨＰＶワクチンとの因果関

係が否定できない症状を含む。） 

（医療費） 

第４条 市が給付する医療費の額は、症状の治療に係る次に掲げる医療に要した費用のうち、自

己負担額（健康保険法（大正１１年法律第７０号）第８６ 条 の規定による保険外併用療養費選

定療養に係る費用を除く。） を限度とする。 

（１） 診察 

（２） 検査 

（３） 薬剤又は治療材料 

（４） 医学的処置、手術及びその他の治療 



（５） 入院 

（医療手当） 

第５条 市が給付する医療手当は、症状の治療に係る前条各号に掲げる医療を受けた月に限り、

１月につき次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を、月を単位として給

付する。 

（１） その月において前条第１号から第４号までのいずれかに掲げる医療を受けた日数 

が３日以上の場合   ３７，０００円 

（２） その月において前条第１号から第４号までのいずれかに掲げる医療を受けた日数 

が３日未満の場合  ３５，０００円 

（３） その月において前条第５号に掲げる医療を受けた日数が８日以上の場合 

３７，０００円 

（４） その月において前条第５号に掲げる医療を受けた日数が８日未満の場合 

３５，０００円 

（５） 同一の月において、前条第１号から第４号までのいずれかに掲げる医療と同項 

第５号に掲げる医療の双方を受けた場合  ３７，０００円 

（介護手当） 

第６条 市が給付する介護手当は、ＨＰＶワクチンの副反応として予防接種法施行令（昭            

和２３年政令第１９７号）に定める障害の状態にある者で、児童福祉法（昭和２２年法          

律第１６４号）に定める医療型障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定め

るものに入所又は入院していない者に対し、１月につき次の各号に掲げる区分に応じ、それぞ

れ当該各号に定める額を、月を単位として給付する。 

（１） 申請時に１８歳未満の者は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号 

に定める額とする。 

ア 予防接種施行令別表第１で定める１級に該当する場合、７０，３５８円 

イ 予防接種施行令別表第１で定める２級に該当する場合、４６，９０８円  

（２） 申請時に１８歳以上の者は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める  

額とする。 

ア 予防接種施行令別表第２で定める１級に該当する場合、７０，３５８円 

イ 予防接種施行令別表第２で定める２級に該当する場合、４６，９０８円 

（対象医療機関） 

第７条 第４条及び第５条に規定する医療費及び医療手当の給付は、次に掲げる医療機関での医

療を対象とする。 

（１） 厚生労働省が定めるヒトパピローマウイルス感染症の予防接種後に生じた症状の診療に

係る協力医療機関 

（２）前号に掲げるものほか、市長が認める専門医療機関 

（給付対象期間） 



第８条 給付の対象期間は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める日からとす

る。 

（１） 医療費及び医療手当については、市が実施するＨＰＶワクチン接種後の副反応症状に対

する第４条各号に掲げる医療を受けた日 

（２） 介護手当については、第６条第１項の障害の状態にあると診断された日 

２ 給付の終了は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構による健康被害救済制度や特定疾患

医療給付等他の公的制度による給付を受けた時期、または障害者認定を受け総合支援法の対

象となった時期までとする。 

３ 独立行政法人医薬品医療機器総合機構による健康被害救済制度又は予防接種法による健

康被害の救済措置による申請をした者が、審査の結果、非認定と決定された場合は、給付を終

了する。 

（医療費及び医療手当の申請） 

第９条 医療費及び医療手当の給付を受けようとする者又はその保護者は、ヒトパピローマウイ

ルス感染症の予防接種後の症状に対する医療費・医療手当給付申請書（第１号様式）により、

市長に申請するものとする。 

２ 前項の申請書には、医療に要した費用の自己負担額、医療を受けた日の属する月、その月に

おいて第 4 条各号に規定する医療を受けた日数の事実を証明することができる書類及び当該

医療の内容を記載した書類を添えなければならない。 

（介護手当の申請） 

第１０条 介護手当の給付を受けようとする者又はその保護者は、ヒトパピローマウイルス感染症

の予防接種後の症状に対する介護手当給付申請書（第２号様式）により、市長に申請するもと

する。 

２ 前項の申請には、身体機能が失われているという専門医による診断書（第３号様式）を添える

ものとする。 

３ 介護手当の給付を受けている者は、毎年度、給付の申請を行わなければならない。 

４ 介護手当の給付を受けている者の障害の状態に変更があった場合は、新たに介護手当の申

請を行わなければならない。 

 

（給付の決定） 

第１１条  市長は、第９条第１項に規定する給付申請を行った者に対し、医療費及び医療手当を

給付する場合は、ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種後の症状に対する医療費・医療手

当給付決定通知書（第４号様式）を、給付しない場合は、ヒトパピローマウイルス感染症の予防

接種後の症状に対する医療費・医療手当給付却下決定通知書（第５号様式）を交付するものと

する。 

２ 前条第１項に規定する給付申請を行った者に対し、介護手当を給付する場合は、ヒトパピロー

マウイルス感染症の予防接種後の症状に対する介護手当給付決定通知書（第６号様式）を、給



付しない場合は、ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種後の症状に対する介護手当給付

却下決定通知書（第７号様式）を交付するものとする。 

（請求） 

第１２条  前条第１項に規定にする医療費・医療手当給付決定通知書の交付を受けた者は、ヒト

パピローマウイルス感染症の予防接種後の症状に対する医療費・医療手当請求書（第８号様式）

により、市長に請求するものとする。 

２ 前条第２項に規定する介護手当給付決定通知書の交付を受けた者は、給付対象月の経過後

にヒトパピローマウイルス感染症の予防接種後の症状に対する介護手当請求書（第９号様式）

により月を単位に市長に請求するものとする。 

３ 市は、適法な請求書受理後 30 日以内に、医療費、医療手当及び介護手当を給付するものと

する。 

（不正利得） 

第１３条  偽りその他不正の行為によって、医療費、医療手当及び介護手当を受けた者があると

きは、市長は、その者から医療費、医療手当及び介護手当の額の全部又は一部の返還を求め

ることができる。 

（その他） 

第１４条  本要綱に定めるもののほか必要な事項については、別に定めるものとする。 

 

附  則 

１ この要綱は、平成２７年（２０１５年）８月７日から施行する。 

２ 市は国がＨＰＶワクチン接種後の副反応への対応を示した時点において見直しを図るものとす

る。 

  附 則 

  この要綱は、平成２８年（２０１６年）４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２９年（２０１７年）４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成３０年（２０１８年）４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成３１年（２０１９年）４月１日から施行する。 

 附 則 

 この要綱は、令和２年（２０２０年）４月１日から施行する。 

 


